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１． はじめに 
 
 現在，わが国では三大都市圏を対象とした自動車Ｎ

Ｏx・ＰＭ法の車種規制（平成14年実施）や，東京都を中

心とする各自治体における環境確保条例のディーゼル

車走行規制（平成15年実施）といった自動車排ガス規

制が強化されており，今後さらなる規制の強化が予想さ

れる．このような特定地域の環境改善を目的とした自動

車排ガス規制は，規制対象となる中古車の地域間移転

を促し，結果として周辺地域において規制対象車の保

有・使用の増加による大気汚染を増大させる可能性が

ある． 

以上の問題意識から，布施らは自動車排出ガス規制

として自動車NOX法の車種規制（平成5年度実施）を取

り上げ，関東の規制地域を対象に規制の影響を評価し，

規制地域から周辺地域へ規制対象車が地域間移転を

行っていること、規制地域内の使用済み自動車（ELV：E

nd-of-Life Vehicles）が増加したことを定量的に明らか

にした1)．ただし，関東における影響のみが分析対象と

されており，もう一つの規制地域である近畿地域におい

ては行われていない．自動車NOX・PM法では、規制対

象地域として，さらに中部地域が加わっていることから，

規制対象地域の違いによる規制の影響の違いを評価

することは，規制対象地域の増加を評価する際の重要

な知見になると考えられる． 

以上の背景より，本研究では，1）既存研究１）で評価

を行っていない近畿地域における自動車ＮＯｘ法の車

種規制の影響の有無の評価とその量を推計することで

自動車ＮＯｘ法の車種規制の影響の全体像を把握し，

2）さらに本研究で得られた近畿地域の影響結果と既存

研究での関東地域の影響結果を比較することで規制対

象地域の違いによる規制の影響の違いを検討する． 
本稿の構成は以下の通りである． 

2章では、規制の概要とその影響の考え方について

整理を行う．3章では2章で整理した規制の影響の有無

について実際の既存統計を用いて定量的に検証を行う．

4章では、近畿地域において規制の影響台数を推計し、

既存の関東における影響量に加えることで自動車NOX

法の車種規制の影響の全体像を把握し、近畿地域と関

東地域の規制の影響の違いを検討する．最後に5章で

得られた結果をまとめる． 

 

２. 自動車ＮＯx法の影響の整理 

 

（１）自動車ＮＯx法の車種規制の概要 

自動車ＮＯx法「自動車から排出される窒素酸化物の特

定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の

概要を表１に示す． 

 

（２）規制の影響の整理 

 規制の影響の考え方として，参考文献1)と同じように

規制地域内で規制対象車を保有している運輸事業者

（規制対象者）が規制導入によって取りうる行動とその

行動の結果として既存統計に表われる結果に着目する．

以上，運輸事業者の行動とその結果が現れる既存統計

と統計値の変動の関係について整理したものを表2に

示す．表より運輸事業者の行動として規制対象車の保

表１ 自動車NOx法の概要 

交付 平成4年6月（1992） 

新車 平成5年12月（1993） 
実施 

使用過程車 平成6年12月（1994） 

2.5t以下 最新規制ガソリン車並 

2.5t超,5t以下 最新規制副室式車並 
排 出

基 準
5t超 最新規制直噴式車並 

規制内容 
排出基準を満たさない車両は車検時に

新規継続が出来なくなる． 

対象地域 
東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県， 

大阪府，兵庫県の一部地域 

対象車種 

普通貨物車，小型貨物者，大型バス（定

員30人以上），マイクロバス（11～30

人），特殊自動車（貨物・バスベース） 

普通貨物 車齢9以上 

小型貨物 車齢8以上 

大型バス 車齢12以上 

マイクロ 車齢10以上 

対 象

車 齢

特殊自動車 車齢10以上 
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有中止に関連する3つの選択とその保有不足分を補う

ため4つの対策を挙げている． 本研究は、「地域間移

転」を以下の二つに分けて考える． 

① 中古貨物車売買に伴う地域間移転を流出入移転

呼ぶ．これは統計として公表されている． 

② 使用の本拠地を変更する地域間移転を移出入移
転と呼ぶ．この統計は公表されていない． 

 

 

３．近畿地域での規制の影響の定量的検証 

 

ここでは，2章で整理した規制の影響について近畿地

域について検証する．規制の有無は，2章で規制の影

響が現れると仮定した既存統計から得られる地域率の

推移より判断する．地域率とは地域値を全国値で割っ

たものである．地域が全国と同じ変動をする場合は一定

であるが，地域固有の変動をする場合は一定にならな

い．つまり，規制の前後で地域率の変化が見られる場

合は規制の影響とする． 

 

（１）中古車地域間移転 

車齢別の保有台数から車齢別残存率を求め，その地

域率の推移より規制の影響を検証する．普通・小型貨

物の車齢別残存率地域率の推移を普通・小型貨物に

分けて図１に示す． 

車齢別残存率は今年度T 車齢の保有台数を前年度

T -1車齢の保有台数で割ったものである．車齢別残存

率の増加は他地域からの移転の増加または廃棄自動

車の減少を意味する．反対に車齢別残存率の減少は，

他の地域への移転または廃棄自動車の増加を意味す

る．図1より規制地域の規制対象車齢及びその前後の

車齢の残存率は規制実施時（１９９４年）を境に明確に

減少している．反対に周辺地域では規制実施を境に残

存率が増加している．以上の結果より，規制地域の規制

対象車齢に近い車両が周辺地域に移転していることが

推測される． 
（２）新車及び中古車販売台数 

 規制地域および周辺地域の普通・小型貨物車販売
台数地域率の推移を図2に示す．新車販売台数の地域
率は規制実施時の1994年を境に規制地域では増加し
ている．一方，周辺地域では変化はなく一定である． 
中古車販売台数の地域率は規制実施時の1994年に
おいて周辺地域では増加しているが明確ではない．
一方，規制地域では一定である．結果を以下の表3
に示す． 

表３ 新車・中古車販売台数影響整理 

 規制地域 周辺地域 

新車販売台数 増加 一定 

中古車販売台数 一定 増加 

 
（３）規制の定量的検証整理 

上記の自動車NOx法の影響についての定量的検
証結果注２を表4に示す． 
表4より中古車の増減台数では規制地域において

保有台数が減少し周辺地域においては増加していた．
これは規制地域の高車齢の規制対象車が周辺地域へ
と移転していると考えられる．また中古車の流出入
増加台数に変化が見られなかったことに対しては，
周辺地域への流出台数は少なく移出台数が多いこと
が推測できる．事業者移転に関して変化は見られな
かった．新車･中古車販売台数においては規制地域で
は増加し，周辺地域での変化は見られなかった．こ
れは規制地域において減少した普通･小型貨物車が
新車によって代替されていると推測される．また輸
送効率の向上に関しては規制地域では増加している
が周辺地域では減少している．規制による減車を輸
送効率の向上によって補っているものと考えられる． 

表２ 自動車NOx法の影響の仮説 

事業者の行動 既存統計の指標 規制地域 周辺地域

選択① 中古車移出入台数 移出増加 移入増加

中古車移出入台数 移出増加 移入増加
選択② 

運輸事業者 減少 増加 

中古車流出入台数 流出増加 流入増加

保 有

中 止 

選択③ 
廃棄自動車台数 増加 ― 

新車販売台数 増加 減少 
対策① 

中古車販売台数 増加 ― 

対策② 中古車移出入台数 移入増加 移出増加

対策③ 中古車移出入台数 移出増加 移入増加

不 足

分 へ

の 対

策 

対策④ 輸送効率／台 向上 ― 

新車販売台数地域率の推移
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図 2 新車，中古車販売台数地域率の推移
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図１ 保有台数 残存率地域率 



表４ 定量的検証結果 
 規制地域 周辺地域

（1）：中古車の保有残存率   減少 増加 
（2）：中古車の流出増減台数 変化無し 変化無し

中古車の流入増減台数 変化無し 変化無し

（3）：事業者移転 変化無し 変化無し

（4）：新車・中古車販売台数 増加 変化無し

（5）：一台あたりの輸送効率 増加 減少 

 
４. 自動車ＮＯx法の影響分析 
 

ここでは規制の影響として規制地域から周辺地域
への移出台数(選択①)及び流出台数(選択③)，規制
地域から発生した使用済み自動車台数，及び以上の
規制による保有車両の不足分を補う規制地域の 
・新車･中古車販売増加台数(対策①)， 
・不適切使用台数(対策③) 
・輸送効率向上による保有台数削減台数(対策④) 
を推計する． 
対象車種は普通・小型貨物であり，対象地域は規
制地域(大阪,兵庫県一部)注３，周辺地域（京都府，

奈良県，和歌山県），と残りのその他の地域または廃
棄（以後使用済み自動車として推計する）の計３地
域，推計期間は規制実施時の1994年～2000年の6年間
とする．対象車齢は普通貨物８車齢以上，小型貨物
は７車齢以上とする．詳しい推計方法は既存研究１）

に譲る． 
 
（１）各種影響台数の推計結果 

a）近畿地域の影響台数 

表２の規制地域内の事業者が保有を中止することに

ともなって、規制地域で生じた保有の不足分を補う対策

台数の推移を図3に示す． 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、規制の影響により、発生する規制地域から周辺地

域への流出台数及び移出台数、規制地域内において

使用済み自動車の増加台数の推移を図 4 に示す． 

図 3 より、新車代替台数は規制開始から増加し 1998

年をピークに減少している．規制の影響が遅れてやって

くる原因として、規制対象車の中でも低車齢の車両は

高車齢の車両に比べ、猶予期間が長いため、規制の影

響が直後に現れないと考えられる．不適切使用は、規

制開始から 4年間増加し、減少している．輸送効率の向

上を行っている車両は、規制実施から 3 年目 1997 年よ

り発生し、増加し続けている．特に小型車の輸送効率向

上が際立って多いことがわかる． 

図 4 より、普通・小型貨物ともに規制開始（1994）から

使用済み自動車台数は徐々に増加し、1998 年をピーク

に減少している．周辺地域への移出台数は普通貨物は

増加を続け、小型貨物は 1999 年を境に減少している． 

（２）近畿と関東の比較 

規制地域
■対策①新車代替　　　:　61.9／81.5　　　(1.1／1.7)

■対策②不適切使用　 :　73.5／170.4　　 (1.7／1.5)

■対策③輸送効率向上:  37.2／155.0　　(0.4／0.2)

■合計　　 :  172.8／406.8　 (3.2／3.5)

周辺地域

使用済み自動車

　■使用済み自動車　

108.2 ／186.5 (1.0／1.3)

■流出台数　　0.3 ／24.4　　(0.05／0.3）

■移出台数　　64.5／24.4    (2.1／1.9)　

■合計　　　　　64.8／220.3  (2.2／2.1)

【近畿近畿近畿近畿／関東　 (保有台数との比率)　　単位：千台(％)　】
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図 5 規制による影響台数 
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 規制による影響台数のまとめを図5に示す．括弧内の

数値は各地域の保有台数に対する比率である．規制地

域で保有中止による影響台数（新車代替台数，不適切

使用台数，輸送効率向上台数）の保有台数に対する比

率は関東での推計とほぼ同じ値になっている．周辺地

域での増加台数について，移出台数はほぼ同じ結果が

得られ，流出台数は近畿地域の流出台数が微量であっ

たことを除けば関東とほぼ同じ結果となった． 

規制地域から発生した使用済み自動車台数（廃棄，

またはその他の地域）の比率はほぼ同じ結果である． 

規制の影響の全体像を知るために，近畿地域と関東

地域の合計から自動車NOx法の全国における影響台

数を試算した結果を図6に示す．規制地域から583,200

台減少し，そのうち290,400台が周辺地域に移転し，294,

700台が使用済み自動車となっている． 

さらに，規制地域で発生した減車の内143,400台が新

車代替され，243,900台が不適切使用され規制地域内

を走行している．残りの192,200台は輸送効率向上によ

り補っている． 

 
５．終わりに 

 
本研究は平成5年に実施された自動車NOx法の影
響の全体像を把握し，規制による近畿地域の影響台
数の推計をした．関東での推計との比較から以下の
知見を得た． 
① 近畿では関東における影響と同様に，事業者
は規制による減車を補うために，新車代替，輸
送効率向上，不適切使用を行っている．その割
合もほぼ関東と類似している． 

② 自動車NOx法の影響は，関東における影響を
推計した手法を近畿地域に適用し，類似する結
果が得られたことから，他の地域で規制の影響
を検討する際保有台数との比率を用いることに
より推計する事ができる． 

 
今後の課題としては，規制の影響の推計精度向上
のため，推計時の仮定について再検討する必要があ
る．また，今回推計した自動車NOx法の影響台数比

率を，現在行われている自動車NOx・PM法の影響
予測に適用し分析することを考えている． 

 
注１ ここで言う全国値は全国の値から関東の規制地域，近畿の

規制地域の値を除いたものである． 
注２ 定量的検証に関して，各地域における流出入移転台数の地

域率，事業者数の地域率，輸送効率の指標として一台当たり

の，実車率の地域率の推移についてそれぞれ検証を行ったが

いずれも変化が見られなかったため，紙面の都合上除いた． 

注３ 兵庫県に関しては県別保有台数の残存率地域率で見た際，

際立った変化が見られなかった(図6)，このことから兵庫県の
規制地域で発生した減車は，兵庫県内の周辺地域に移転して

いると考えられる．また兵庫県内の市単位の保有台数統計は

無いため，事業所数の比より以下の手順で推計する． 
【手順①】兵庫県内の規制地域において規制対象車台数を推計 
兵庫県市町村別の貨物車保有台数より規制地域の貨物車保

有台数を算出し，その値に大阪の規制対象車に対する保有台数

の比を乗ずることにより，兵庫県内の規制対象車台数とする． 
【手順②】兵庫県内の周辺地域の増車台数を推計 

   兵庫県内周辺地域の貨物車保有台数に近畿地域の周辺地域

での増車台数に対する保有台数の比を乗ずることにより，兵 

庫県周辺地域の規制による増車台数とする． 
以上の推計.により得られた結果を図7に示す． 
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図 6 規制の全国における影響 

図 7兵庫県残存率地域率 
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兵庫県　小型貨物　残存率地域率
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図 8 兵庫県内車両移
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図８兵庫県内影響台数 


